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平維持出張所 news

国道6号工事のお知らせ

国道６号いわき市勿来町関田地内の堀切橋において、傷んだ橋を修理する工事を行います。

規制等でご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力の程、よろしくお願い致します。

【概要】

施工内容 ： 橋の架け替え工事

施工区間 ： 国道6号 いわき市勿来町関田地内

日程 ： 令和3年8月１７日（火）～令和3年11月30日（火）※土日祝日除く

施工時間 ： 夜21時～翌朝6時（雨天の場合中止）

※一部期間昼夜連続（朝9時～翌朝6時）作業あり

規制内容 ： 片側交互通行

※令和3年11月5日（金）夜21時～翌朝6時は全車通行止めとなります※

（予備日：令和3年11月6日（土））

迂回路については下記【通行規制箇所】参照。

①雷交差点より市道馬場・寺前線に迂回

②行屋前交差点より市道窪田・関田線に迂回

工事日程は、天候・作

業状況等により変更と

なる場合がございます。

ご了承下さい。

出典：地理院地図に被災箇所等を追記して掲載
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★当日の工事規制情報は

こちらからご確認いただけます。
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国道6号と49号の巡回パトロールを行っていると、木材・自動車部品・鉄材・段ボール

など積み荷の落下物や、ペットボトルや空き缶、家庭ゴミなどが捨てられているのを目

にします。。。

このような落下物に他の車が乗り上げてしまったり、避けようとして事故を起こしてし

まうなど、ちょっとした不注意が大きな事故に繋がることもあります。道路を汚すこと

は、道路法第43条の禁止行為に該当します。

みんなが気持ちよく運転出来るように、道路に物やゴミを落とさないで下さい！

大雨にご注意！！

道路に物を落とさないで下さい

左：道路上の落下物 右：道路脇にゴミが捨てられている様子

大雨による冠水被害の一例

走行には

くれぐれも

お気をつけ

下さい！

近年大雨による被害が増加しています。

道路においても冠水などの被害が起こりうる危険性があります。

特に水は高いところから低いところへ流れるため、低い場所でのより一層の注意が必要です。

局地的な大雨によって晴れていても急に強い雨が降ることもありますので、お出かけの際に

は、最新の気象情報を確認し、天気の急変に備えるなど注意を払うようにしましょう。


